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１ 計画策定の趣旨 
 

(1) 緑の基本計画とは 

緑の基本計画とは、都市緑地法第４条第１項に規定される「緑地の保全及び緑化の推進に

関する基本計画」のことをいいます。 

都市における緑（ここでの「緑」は、樹木、草花などの植物のほか、それらを含む公園・

広場、農地、樹林地、河川・湖沼などの土地、空間を含む幅広い概念です。）は、人と自然

が共生する都市環境の確保、余暇・レクリエーション空間の確保、災害の防止、美しい景観

の形成など、多様な機能を有しています。 

緑の基本計画は、緑豊かで快適な都市づくりを進めるため、緑地の確保、都市の緑化、都

市公園等の面積などの目標量を定めるとともに、その実現に向けた緑地の保全、都市公園等

の整備、緑化の推進に関する事項などを定めるもので、緑に係る諸施策を総合的、計画的に

推進するための指針を明らかにすることを目的とするものです。（緑地の分類は３頁参照） 

 

(2) 計画策定の目的 

本市は、平成13(2001)年８月に「廿日市市緑の基本計画」を定め、その後、平成の大合併、

総合計画の改定などを受けて、平成22(2010)年５月に全市を対象とした計画に改定しました。 

今回、総合計画、都市計画マスタープランの改定を受けて、廿日市市緑の基本計画を策定

することとしました。 

 

２ 計画の役割と位置づけ 
 

(1) 計画の役割 

廿日市市緑の基本計画（以下「本計画」といいます。）は、本市における都市公園等の整

備、緑地の保全、市街地の緑化など、緑地の保全及び緑化の推進に係る諸施策を総合的、計

画的に推進するための指針となるものです。 

また、本計画は、市民、事業者、行政が協力して緑地の保全及び緑化の推進に係る取組を

進めていくための指針となるとともに、国・県等の関係機関に対し、本市の緑に係る施策の

方針について理解・協力を求める際の根拠となるものです。 

 

(2) 計画の位置づけ 

本計画は、「第６次廿日市市総合計画」に即し、「廿日市市都市計画マスタープラン」に

適合する内容として定めます。 

また、本計画は、本市及び関係機関の関連計画との整合を図りながら定めます。 

  

序章 計画の基本的事項 
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■廿日市市緑の基本計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の対象区域と目標年次 
 

(1) 計画の対象区域 

計画の対象区域は、都市としての一体的な土地利用の推進と都市機能の配置、地域資源の

活用、都市計画の適切な運用等を考慮し、全市域とします。 

 

(2) 計画の目標年次 

本計画は、平成27(2015)年度を基準年次とし、将来の都市の姿を展望しつつ、第６次廿日

市市総合計画と同様の平成37(2025)年度を目標年次として策定します。 

なお、上位計画の改定が行われた場合は、それを受けて必要な見直しを行います。 

○基準年次：平成27(2015)年度 

○目標年次：平成37(2025)年度 

 

（注） 

基準年次は、人口など計画指標の基準となる年次で、直近の国勢調査年としています。 

目標年次は、上位計画である「第６次廿日市市総合計画」と整合を図りました。 

 

  

整合 

適合する 

受ける 

即する 

即する 

緑地の保全、都市緑化 

都市公園等の整備 等 

 

廿日市市都市計画マスタープラン 

第６次廿日市市総合計画（目標年次:平成37(2025)年度） 

【関連計画】 

・廿日市市景観計画 

・廿日市市地域防災計画 

・廿日市市スポーツ振興計画 

等 

廿日市市緑の基本計画 
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■緑の基本計画で扱う緑地の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：「新編 緑の基本計画ハンドブック」を参考に作成 

 

 

  

都市公園 

都市公園以外 

法による地域 

民間施設緑地 

公共施設緑地 

条例等によるもの 

・都市公園法による公園緑地 

（街区･近隣･地区公園、運動公

園、風致公園、都市緑地 等） 

・市民緑地、公開空地、公開

されている企業の緑地、社

寺境内地、民間の公園 等 

【都市計画法関連】 

・特別緑地保全地区 

・緑地保全地域 

・風致地区 

・生産緑地地区 等 

 

【その他の法関連】 

・自然環境保全地域 

・自然公園 

・保安林、河川区域 

・地域森林計画対象民有林 

・農振農用地区域 

・保存樹、保存樹林 

・史跡・名勝・天然記念物

等 

・景観重要樹木 

・条例・要綱等による緑地 

・協定による工場敷地の植栽

地 等 

・緑地協定 

・景観協定（緑地に関する事

項を定めているもの） 
協     定 

都市公園に 

準じる緑地 

公共公益施設に

おける植栽地等 

・歩行者専用道路 

・河岸緑地、港湾緑地 

・公開されている公立の学校 

・児童遊園、公立グラウンド､

運動場、市民農園 等 

・道路の植樹帯、下水処理場

の付属緑地、公共建築物の

植栽地 等 

緑 

地 

地
域
制
緑
地
（
保
全
緑
地
） 

施
設
緑
地(

都
市
公
園
等)
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４ 計画の構成 
本計画の構成は、次のとおりです。 

 

■計画の構成 

計画の項目 計画の内容 

計画の目標と方針 ○上位計画を踏まえて「緑のまちづくり」に関する目標を定め

ます。 

○緑地、都市公園等の確保すべき目標水準と施策の方針を定め

ます。 

緑地の配置計画 ○緑地が有する各種機能を確保するための、都市全体の保全緑

地や都市公園等の配置の方針を定めます。 

緑化重点地区の計画 ○市街地において重点的な緑化を進める地区を設定し、緑の骨

格形成又は面的な緑化の充実に向けた取組方針を定めます。 

緑地の保全及び緑化の推

進のための施策の方針 

○上の二つの計画を踏まえ、本計画の目標実現に向けて、都市

公園等の施設緑地の整備、地域制緑地の指定・保全、都市緑

化の推進に係る施策を定めます。 

計画の推進方策 ○本計画を具体化するための市民と行政との協働、関連制度の

活用、推進体制等について定めます。 
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５ 計画改定の視点 
廿日市市都市計画マスタープランにおいて掲げている同計画改定の視点を踏まえ、次のよ

うな視点で本計画を改定します。 

 

■計画改定の視点 

●地域特性の活用、継承 

地域資源を継承しつつ有効に活用する視点から、世界遺産を擁する「宮島」をはじ

めとする歴史的・文化的資源、良好な田園環境、自然環境などの地域特性を活かした

個性的なまちづくりを進めます。 

 

●環境・景観形成への配慮 

地球環境問題への対応、都市環境の保全などを進めるため、人と自然環境との共生

に向けた緑地の保全・形成を図ります。 

また、世界遺産を擁する「宮島」や西中国山地などの豊かな自然環境の保全、市街

地内の緑の保全・創出などにより、良好な景観の形成を図ります。 

 

●多様な余暇・レクリエーション活動への対応 

少子高齢化の進行などに伴い多様化する余暇・レクリエーション活動に対応し、自

然とのふれ合いの場、身近な余暇活動やスポーツ・レクリエーションの場などの確保

を図ります。 

 

●安全・安心の確保 

自然災害の防止に配慮した緑地の保全、市街地における避難空間の確保、高齢者、

障害者等の利用のしやすさや防犯に配慮した公園・広場の整備など、安全・安心の確

保に配慮したまちづくりを進めます。 

 

●市民、事業者、行政の協働 

市民、事業者、行政の協働による緑豊かなまちづくりを進めるため、それぞれの担

うべき役割と取組の方向を明らかにします。 

 

●都市マネジメントの視点 

持続可能な都市づくりに向けて、既存ストックの有効活用や整理・合理化、民間

主体の実力・知見の活用、柔軟な手法の導入など、新たな時代に対応した都市マネ

ジメントの視点を重視した取組を進めます。 
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１ 廿日市市の動向 
 

(1) 廿日市市の概要 

ア 位置 

本市は、広島県の南西部に位置し、北は安芸太田町及び島根県、東は広島市、西は大竹

市及び山口県に接し、南は瀬戸内海に面しています。 

面積は489.48k㎡で、広島県面積の約 5.8％を占めています。 

 

■位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 都市計画区域 

本市の都市計画区域は、廿日市地域及び

大野地域の一部は広島圏都市計画区域に属

し、佐伯地域の一部は佐伯都市計画区域、

宮島地域の全域は宮島都市計画区域が指定

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

■都市計画区域 

第１章 緑地の現状と課題 
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(2) 人口・世帯数の動向 

ア 総人口 

本市の人口は、平成27(2015)年に 114,906人で、平成12(2000)年以降、概ね横ばいで推

移しています。 

地域別（注）にみると、廿日市、大野地域では増加傾向にありますが、佐伯、吉和、宮

島地域では減少が続いています。 

 

イ 年齢別人口割合 

年齢３区分別人口割合は、平成27(2015)年に、０～14歳が13.1％、15～64歳が58.7％、

65歳以上が27.7％で、広島県と同程度となっています。 

65歳以上人口比率を地域別にみると、吉和地域で46.8％、宮島地域で42.8％と特に高く、

佐伯地域は36.9％、大野地域は29.8％、廿日市地域は25.3％で、地域によって高齢化の状

況が異なっています。 

 

ウ 世帯数 

総世帯数は、平成27(2015)年に46,039世帯で、増加傾向にあります。 

地域別にみると、廿日市、大野地域では増加傾向にありますが、佐伯は平成17(2005)年

以降減少に転じ、吉和、宮島地域では減少が続いています。 

 

（注）現状に関する表記、資料は、できるだけ地域別（合併前の市町村単位）で整理することと

し、地域名は旧市町村名を用いています。 

 

 

 

■総人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

101,630

112,591 114,981 115,530 114,038 114,906

63,441

71,227 73,587 74,392 74,023

23,802 25,511 25,727 26,442 26,778

10,679 12,420 12,621 11,953 10,773

922 915 853 799 7042,786 2,518 2,193 1,944 1,760
0
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平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

(人)

廿日市市

廿日市地域

大野地域

佐伯地域 宮島地域 吉和地域

資料：国勢調査

75,261
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２ 緑地の現況 

(1) 法適用の状況

ア 都市計画区域の指定状況

本市には３つの都市計画区域が指定され、それぞれ土地利用や都市施設などに関する都

市計画が定められています。 

・廿日市地域と大野地域の一部が属する広島圏都市計画区域は、市街化区域と市街化調

整区域の区域区分を定める（線引き）都市計画区域で、当該地域の市街化区域には用

途地域が指定されています。

・佐伯都市計画区域は、区域区分を定めない（非線引き）都市計画区域で、(主)廿日市

佐伯線の沿道を中心とした市街地に用途地域が指定されています。

・宮島都市計画区域も、区域区分を定めない（非線引き）都市計画区域ですが、用途地

域は指定されていません。また、全域に風致地区が指定されています。

■都市計画区域の状況

名  称 範  囲 

都市計画区域（ha） 

市街化区域 
市 街 化 

調整区域 

広島圏都市計画区域 廿日市、大野地域の一部 4,759 2,099 2,660 

佐伯都市計画区域 佐伯地域の一部 3,887 (261) - 

宮島都市計画区域 宮島地域の全域 3,039 - - 

全  体 行政区域の一部 11,685 2,099 2,660 

注：佐伯都市計画区域の（ ）内は用途地域の面積 

イ 緑地の保全に係る法適用の状況

緑地の保全に係る法適用は、下表のとおりです。

■緑地の保全に係る法適用の状況

区 分 廿日市地域 大野地域 佐伯地域 吉和地域 宮島地域 

自然公園 瀬戸内海国立公
園（極楽寺山） 

101ha 

 西中国山地国定
公園 

5,138ha 

瀬戸内海国立公園 
3,020ha 

特別地域    2,817ha 
特別保護地区  203ha 

県自然環境保
全地域 

万古渓 64.1ha 
大峯山39.89ha 
(広島市含む) 

緑地環境保全
地域 

東山渓谷53.5ha 
(広島市含む) 

保安林 民有林 1,190ha 民有林 3,972ha 民有林 6,421ha 民有林 6,055ha 風致保安林  2,316ha 

風致地区 3,039ha 

特別史跡及び
特別名勝 

厳島     3,039ha 

天然記念物 瀰山E

み せ ん

A原始林  158ha 

鳥獣保護区 極楽寺山 110ha 大野町  810ha 青笹   844ha 
万古渓   64ha 

もみのき森林公
園   400ha 
立岩  536ha 
(安芸太田町含む) 
細見谷 851ha 
冠山 1,630ha 

宮島鳥獣保護区 
4,397ha 

弥山地区   3,039ha 
弥山特別保護地区 

203ha 

農業振興地域 農業振興地域 20,716ha 
農用地区域    820.6ha 

資料：廿日市市都市計画課資料などによる。 
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廿日市市都市計画課（平成29(2017)年６月）による。 
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(2) 緑地の分布状況と面積

緑地（広義の緑地：脚注）の現況は下表のとおりで、市街地（市街化区域、用途地域）に

おける緑地の割合は、廿日市・大野地域19.4％、佐伯地域33.2％となっており、廿日市・大

野地域は、国が目標として示す市街地における永続性のある緑地の割合30％以上（緑の政策

大綱）に比べて低い状況にあります。 

■緑地の現況   （ha、％） 

地 域 区 分 

市街化区域

又は 

用途地域 

① 

市街化調整 

区域 又は 

用途地域外 

② 

都市計画 

区 域 

③＝①+②

都市計画 

区域外 

④ 

合  計 

⑤＝③+④

廿日市市 

山林等 210.4 8,144.3 8,354.8 35,248.6 43,603.4 

農地 201.9 473.5 675.4 574.5 1,249.9 

水田 117.2 320.4 437.6 460.0 897.6 

畑 84.7 153.1 237.8 114.5 352.3 

河川・水面 30.0 63.1 93.1 357.6 450.7 

公共空地 52.5 56.3 108.7 36.4 145.1 

緑地面積合計 494.8 8,737.2 9,232.0 36,217.1 45,449.1 

市域面積 2,360.5 9,324.5 11,685.0 37,263.0 48,948.0 

緑地割合 21.0 93.7 79.0 97.2 92.9 

廿日市・ 

大野地域 

緑地面積合計 408.1 2,440.1 2,848.2 6,788.9 9,637.1 

市域面積 2,099.1 2,659.9 4,759.0 7,113.0 11,872.0 

緑地割合 19.4 91.7 59.8 95.4 81.2 

佐伯地域 

緑地面積合計 86.8 3,373.8 3,460.6 15,211.8 18,672.4 

市域面積 261.4 3,625.6 3,887.0 15,598.0 19,485.0 

緑地割合 33.2 93.1 89.0 97.5 95.8 

吉和地域 

緑地面積合計 - - - 14,216.4 14,216.4 

市域面積 - - - 14,552.0 14,552.0 

緑地割合 - - - 97.7 97.7 

宮島地域 

緑地面積合計 - 2,923.1 2,923.1 - 2,923.1 

市域面積 - 3,039.0 3,039.0 - 3,039.0 

緑地割合 - 96.2 96.2 - 96.2 

注-1：ここでは、広い意味での緑地を把握した。 

-2：緑地面積は、都市計画基礎調査（平成24(2012)年）による。（山林等には、耕作放棄地、その他の自然

地及びゴルフ場を、畑には樹園地を含めた。） 

-3：市域面積は、廿日市市資料による。

-4：四捨五入の関係で、面積の合計が合わない箇所がある。

脚注：「緑地」は、広い意味では、樹木などの植物のほか、それらを含む公園・広場、農地、樹林地、河川・湖

沼などの土地、空間を含む幅広い概念である。 

また、緑の基本計画を策定する上では、緑地の永続性の視点から、施設緑地（都市公園、公共施設緑地

（公共団体が設置しているグラウンド等）、民間施設緑地（企業グラウンド等））と地域制緑地（法によ

るもの、協定によるもの、条例等によるもの）に分類される。（「新編 緑の基本計画ハンドブック」に

よる。） 
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■緑地の現況（廿日市地域 都市計画区域）

注：都市計画基礎調査（平成24(2012)年）による土地利用現況図を部分修正した。 
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■緑地の現況（大野地域 都市計画区域）

注：都市計画基礎調査（平成24(2012)年）による土地利用現況図を部分修正した。 
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■緑地の現況（廿日市・大野地域の都市計画区域以外の区域）

注：都市計画基礎調査（平成24(2012)年）による土地利用現況図を部分修正した。 
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(3) 都市公園の整備状況

ア 全市の整備状況

都市公園は、街区公園 204か所、近隣公園８か所、地区公園１か所、運動公園１か所、

風致公園２か所、緑地19か所の計 235か所、面積509.36haが整備されています。 

都市計画区域内人口１人当たりの都市公園の面積は 45.38㎡で、国の定める標準面積10

㎡／人（都市公園法施行令第１条の２）を上回りますが、区域の大半が法規制によりレク

リエーション地としての利用が制約される宮島公園（風致公園、419.10ha、37.34㎡／人）

を除くと8.04㎡で標準面積を下回っており、都市公園の整備を進める必要があります。 

■都市公園の整備状況

区 分 
箇所数 

(か所) 

面積 

(ha) 

１人当た 

り 面 積 

(㎡/人) 

参 考 

国の定める 

標準面積 

（㎡／人） 

国の定める 

21世紀初頭の目標 

(㎡／人) 

住区基幹 

公  園 

街区公園 204  29.55  2.63 

10.00 

 1.00 

近隣公園   8  22.05  1.96  2.00 

地区公園   1   6.17  0.55  1.00 

都市基幹 

公  園 

総合公園 - - -  3.00 

運動公園   1  24.47  2.18  1.50 

特殊公園 
風致公園   2 419.61 37.38 

 8.50 

そ の 他 - - - 

地 

都市緑地  15   3.15  0.28 

緩衝緑地   2   3.75  0.33 

道   2   0.61  0.05 

大 規 模 

公    園 

広域公園 - - -  2.00 

国営公園 - - -  1.00 

計 235 509.36 45.38 10.00 20.00 

考 234  90.26  8.04 - - 

注-1：平成29(2017)年４月１日現在 

-2：面積は、１箇所ごとに小数点第３位を四捨五入したヘクタール単位の面積の合計値

-3：１人当たり面積は、都市計画区域内人口に対する値（平成27(2015)年国勢調査、112,243人）

-4：参考は、宮島公園（風致公園、419.10ha）を除く箇所数と面積

-5：国の定める標準面積は、都市公園法施行令第１条の２による。（市町村の区域内の都市公園の住民１人

当たりの敷地面積の標準） 

-6：国の定める21世紀初頭の目標は、「緑の政策大綱」（平成６(1994)年９月 国土交通省）、種別ごとの面積は、

都市計画中央審議会答申（平成７(1995)年７月18日） 

緑  

緑  

合 

参 
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イ 地域別の整備状況

地域別の人口１人当たり都市公園の面積は、廿日市地域6.71㎡、大野地域5.24㎡、佐伯

地域 29.91㎡、宮島地域2,505.73㎡（風致公園を除くと2.15㎡）で、地域によって整備水

準に差がみられます。 

■地域別都市公園の整備状況

種 別 

廿日市地域 大野地域 佐伯地域 宮島地域 

箇所 

数 

(か所) 

面積 

(ha) 

１人当た 

り 面 積 

(㎡/人) 

箇所 

数 

(か所) 

面積 

(ha) 

１人当た 

り 面 積 

(㎡/人) 

箇所 

数 

(か所) 

面積 

(ha) 

１人当た 

り 面 積 

(㎡/人) 

箇所 

数 

(か所) 

面積 

(ha) 

１人当た 

り 面 積 

(㎡/人) 

127 18.04 2.40 65 10.29 3.82 8 0.86 1.01 4 0.36 2.15 

6 18.74 2.49 2 3.31 1.23 - - - - - - 

1 6.17 0.82 - - - - - - - - - 

- - - - - - 1 24.47 28.83 - - - 

- - - 1 0.51 0.19 - - - 1 419.10 2,503.58 

都市緑地 14 3.09 0.41 - - - 1 0.06 0.07 - - - 

2 3.75 0.50 - - - - - - - - - 

2 0.60 0.08 - - - - - - - - - 

152 50.40 6.71 68 14.11 5.24 10 25.39 29.91 5 419.46 2,505.73 

152 50.40 6.71 68 14.11 5.24 10 25.39 29.91 4 0.36 2.15 

注-1：平成29(2017)年４月１日現在 

-2：面積は、１か所ごとに小数点第３位を四捨五入したヘクタール単位の面積の合計値

-3：１人当たり面積は、都市計画区域内人口に対する値（平成27(2015)年国勢調査、廿日市地域75,158人、

佐伯地域8,488人、大野地域26,923人、宮島地域1,674人） 

-4：参考は、宮島公園（風致公園、419.10ha）を除く箇所数と面積

街区公園 

近隣公園 

地区公園 

運動公園 

風致公園 

緩衝緑地 

緑道 

合 計 

参 考 

緑 

地 
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-

■都市公園の整備状況（街区公園）

注：図中の円は街区公園の標準的な誘致距離（ 250ｍ）（都市公園法運用指針） （平成29(2017)年４月作成） 



-
2
0
 
-

■都市公園の整備状況（近隣公園・地区公園）

注-1：図中の円は標準的な誘致距離（近隣公園 500ｍ、地区公園 1,000ｍ）（都市公園法運用指針） 

-2：妹背の滝風致公園は一部整備済み。 （平成29(2017)年４月作成）
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(4) 自然環境上の特性を有する緑地の現況

本市は、島しょ部、沿岸の都市部、内陸の農村部、山間部など、多様な地域で構成されて

おり、それぞれの地域に多様な特性を有する緑地が豊富に分布しています。 

■自然環境上の特性を有する緑地

（平成29(2017)年４月作成） 
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(5) 文化財

嚴島神社・宮島をはじめ、建造物、史跡、名勝、天然記念物等に係る文化財が指定されて

います。 

■文化財の指定状況

（平成29(2017)年４月作成） 
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(6) 景観特性

世界遺産を擁する「宮島」をはじめ、臨海・沿岸部の市街地景観、歴史的まちなみ景観、

内陸部の田園景観、山地部の山なみ景観、渓谷美など、多様な景観を有しています。 

■景観特性

（平成29(2017)年４月作成）
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３ 緑地の課題 
本市の動向と緑地の現状を踏まえ、計画の主な課題を列記すると、次のとおりです。 

(1) 都市公園等の整備

都市計画区域内人口１人当たり都市公園の面積は 45.38㎡で、国の定める標準面積10㎡／

人（都市公園法施行令第１条の２）を上回りますが、区域の大半が法規制によりレクリエー

ション地としての利用が制約される宮島公園（風致公園、419.10ha、37.34㎡／人）を除く

と8.04㎡で標準面積を下回っており、都市公園の整備を進める必要があります。 

また、地域別の人口１人当たり都市公園の面積は、廿日市地域6.71㎡、大野地域5.24㎡、

佐伯地域 29.91㎡、宮島地域2,505.73㎡（風致公園を除くと2.15㎡）で、地域によって整備

水準に差があり、地域間の均衡の確保に配慮して都市公園の整備を進める必要があります。 

(2) 良好な自然環境の保全・活用

世界遺産を擁する「宮島」をはじめとする歴史文化資源と一体となった緑地、山なみ景観

や渓谷美を呈する自然環境の良好な緑地、特性を有する緑地などの貴重な緑地を保全する必

要があります。 

また、これらの緑地を自然環境の保全に配慮しながら、市民が緑とふれ合う場として活用

する必要があります。 

(3) 良好な景観を構成する緑地の保全

本市は、臨海・沿岸部の市街地景観、歴史的まちなみ景観、内陸部の田園景観、山地部の

山なみ景観、渓谷美など、それぞれの地域において特徴のある景観を有しています。 

こうした景観を継承するため、良好な景観を構成する緑地を保全する必要があります。 

(4) 市街地における緑の確保

廿日市・大野地域の市街地においては、緑地率が低い状況にあり、良好な都市環境の形成

を図るため、市街地内及びその周辺の緑地の保全を図るとともに、市街地の緑化を進める必

要があります。 

(5) 防災性の向上

大規模地震災害、豪雨災害の多発など、災害リスクの増大に対応して、災害の防止と低減

を図るため、緑地の保全など適切な対策を講じる必要があります。 

また、都市公園等の避難地としての活用等により、防災性の向上を図る必要があります。 

(6) 地域特性を活かした緑のまちづくりの取組

本市は、島しょ部、沿岸部、内陸部、山間部など多様な地域で構成されており、良好な景

観を有する緑地、歴史文化を継承する緑地、自然レクリエーションの場など、それぞれの地

域に特性を有する豊かな緑地が分布しています。 

このため、今後の都市づくりを進める上では、こうした特性を有する緑地を保全、活用し、

個性と魅力を備えた生活圏の形成を図るよう配慮する必要があります。 
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１ 基本理念 
 

(1) まちづくりの基本理念 

本市は、まちづくりの基本理念を「市民一人ひとりが幸せに暮らせるまちづくり」とし、

すべての市民が幸せで豊かに暮らせるまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

市民が幸せに生活するためには、心身の健康はもとより、社会的環境が整い、地域のみな

らず広範囲につながりあい、もてる力を存分に発揮し活躍できること、また、安全で安心し

て暮らせるまちをつくることが重要です。 

「市民一人ひとりが幸せに暮らせるまちづくり」を基本理念に、いつまでも住み続けたい、

住んでみたい、まちをめざします。 

 

(2) 将来像 

将来像は、現在のまちの姿をより向上させた、概ね10年先のまちの姿として設定します。 

本市の魅力ある資源をより輝かせることで、今以上に豊かで活力あるまちの実現をめざし

ます。 

 

 

 

 

 

(3) 緑のまちづくりの基本理念 

こうした認識と都市づくりの理念に基づくとともに、市民、事業者等と行政との協働によ

り、将来像の実現をめざしつつ、緑に係る施策を総合的に推進するため、次のような緑のま

ちづくりの理念と計画のテーマを掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【まちづくりの基本理念】 

市民一人ひとりが幸せに暮らせるまちづくり 

【将 来 像】 

挑戦！ 豊かさと活力あるまち はつかいち 

～夢と希望をもって世界へ～ 

【緑のまちづくりの理念】 

◆世界遺産を擁する「宮島」をはじめとする多様な資源を継承しながら有効に活

用し、市民生活の質を高め、交流の盛んな活力のあるまちづくりを進めます。 

◆都市公園の確保、市街地の緑化などにより、市街地の緑を育て、増やし、誰も

が安全で快適に暮らせるまちづくりを進めます。 

 

【緑のまちづくりのテーマ】 

－自然と文化に育まれた緑の快適都市づくり－ 

第２章 計画の目標と方針 
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２ 緑のまちづくりの目標 
緑のまちづくりの基本理念を踏まえ、目標を掲げます。 

 

(1) 優れた自然と多彩な文化を育むまち 

世界遺産を擁する「宮島」、瀬戸内海国立公園極楽寺山、西中国山地国定公園などをはじ

めとする豊かな自然環境、多彩な歴史的・文化的環境、これらで形成される特徴のある景観

などを保全するとともに、市民が自然や歴史・文化にふれ合うことのできる場として活用し、

魅力に満ちたまちの実現を図ります。 

 

(2) 交流の盛んな活力に満ちたまち 

豊かな自然環境や多彩な歴史的・文化的資産を観光、交流、レクリエーションなどの場と

して活用するとともに、既存の都市公園、スポーツ・レクリエーション施設等を有効に活用

して市民相互や他地域の人々との交流を促進し、誰もが楽しく集い、交流できる活力に満ち

たまちの実現を図ります。 

 

(3) 安全・安心で快適に暮らせるまち 

市街地における身近な緑とオープンスペースの保全・創出、既存の都市公園等の再整備、

都市公園等を結ぶ歩行者空間の確保とレクリエーション空間、防災空間としての活用、公害、

災害の防止・低減に資する緑地の保全等により、子どもが健やかに育ち、誰もが安全・安心

で、快適に暮らせるまちの実現を図ります。 

 

(4) 地球環境に優しく持続性のあるまち 

市域に広く分布し、地球温暖化の抑止、水源かん養、災害防止などの重要な機能を有する

森林の保全、育成、自然環境と調和したコンパクトで秩序ある市街地の形成、都市緑化の推

進等により、地球環境に優しく持続性のあるまちの実現を図ります。 

 

(5) 市民がつくり育てる緑のまち 

緑地の保全、都市公園等の整備と活用、市街地の緑化等を推進する上では、市民、事業者

等の主体的な参加が不可欠であり、その取組等を積極的に支援し、市民が自ら緑をつくり、

育て、次世代に引き継ぐまちの実現を図ります。 
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■緑のまちづくりの目標の設定に係る考え方 

 

都市づくりの視点  都市づくりの目標 

【都市計画マスタープラン改定の視点】 

○持続可能な都市構造への誘導 

○自然災害の多発に対応した防災都市づくり 

○多彩な資源を活かした都市の魅力化 

○すべての世代が暮らしやすい都市環境の整

備 

○協働と地域経営によるまちづくり 

○都市マネジメント 

（廿日市市都市計画マスタープラン） 

 

 

 

【将 来 像】 

挑戦！ 豊かさと活力あるまち はつかいち 

～夢と希望をもって世界へ～ 

（第６次廿日市市総合計画） 

【都市づくりの目標】 

○都市機能が集約配置された持続可能なまち 

○誰もが安全・安心で快適に住み続けられる

まち 

○多彩な資源を活かした人・ものが交流する

活力あるまち 

（廿日市市都市計画マスタープラン） 

 

 

  

緑地の課題  緑のまちづくりの目標 

○都市公園等の整備 

・不足する都市公園等の整備 

・地域的均衡の確保への配慮 

○良好な自然環境の保全・活用 

・自然環境の良好な緑地等の保全 

・市民が緑とふれ合う場としての活用 

○良好な景観を構成する緑地の保全 

○市街地における緑の確保 

・市街地内の緑地の保全 

・市街地の緑化の推進 

○防災性の向上 

・災害防止等のための緑地の保全 

・都市公園等の避難地としての活用等 

○地域特性を活かした緑のまちづくりの取組 

・個性と魅力を備えた生活圏の形成 

 【理 念】 

◆多様な資源の継承、活用による交流の盛ん

な活力のあるまちづくり 

◆市街地の緑の育成による誰もが安全で快適

に暮らせるまちづくり 

【テーマ】 

『自然と文化に育まれた 

緑の快適都市づくり』 

【目 標】 

◎優れた自然と多彩な文化を育むまち 

◎交流の盛んな活力に満ちたまち 

◎安全・安心で快適に暮らせるまち 

◎地球環境に優しく持続性のあるまち 

◎市民がつくり育てる緑のまち 
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３ 緑地の確保目標 
 

(1) 将来人口の設定 

将来人口は、第６次廿日市市総合計画を受けて、平成37(2025)年11万人とします。 

 

■将来人口 

 平成27(2015)年 平成37(2025)年 

人 口 114,906人 110,000人 

注：平成27(2015)年は国勢調査 

 

(2) 緑地の確保目標 

現状の緑地割合は、市街地（市街化区域及び用途地域）約21％、都市計画区域約79％です。 

緑地の確保目標は、市街地については、都市公園等の整備、風致地区の指定等による市街

地に接続する樹林地等の永続性の確保などにより緑地面積の拡大を図ることとし、確保目標

量を概ね 700ha、緑地の割合を概ね30％とします。 

都市計画区域については、現状の緑地量を維持することとして目標水準を設定します。 

 

■緑地の確保目標水準（長期） 

 将来市街地 都市計画区域 

緑地の確保目標量 概ね 700 ha 概ね 9,400 ha 

緑地の割合 概ね 30 ％ 概ね  80 ％ 

注：緑地の割合は、将来市街地は約2,450ha（現市街化区域及び佐伯都市計画区域の用途地域面

積2,360haに宮島地域の連たん市街地（約45ha）と新機能都市開発における想定市街地（約

40ha）を加えた概ねの面積）、都市計画区域は11,685ha（現状の面積）に対する値です。 

 

(3) 都市公園等として確保すべき緑地の目標 

都市公園等として確保すべき緑地の目標は、平成37(2025)年において、都市計画区域人口

１人当たり53㎡（宮島公園を除く面積は14㎡、脚注）とします。 

 

■都市公園等として確保すべき緑地の目標水準 

 平成27(2015)年 平成37(2025)年 平成47(2035)年 

都市公園 
45.4 ㎡／人 

( 8.0 ㎡／人) 

48 ㎡／人 

( 9 ㎡／人) 

52 ㎡／人 

(10 ㎡／人) 

都市公園等 
50.5 ㎡／人 

(13.2 ㎡／人) 

53 ㎡／人 

(14 ㎡／人) 

57 ㎡／人 

(16 ㎡／人) 

注-1：面積は、都市計画区域人口に対する値です。 

 -2：都市公園は、公告済み公園面積で未決定を含みます。 

 -3：都市公園等は、都市公園に学校グラウンド等の公共施設緑地を加えたものです。 

 -4：表の（）内は、宮島公園を除いた場合の面積です。（脚注参照） 

 -5：平成47(2035)年は、長期的な目標として掲げました。 

 -6：国においては、21世紀初頭における都市公園の目標水準として、広域公園等の大規

模な公園を除き17㎡／人を確保することが示されています。 

 

脚注：宮島公園は 419ha（人口１人当たり面積37.4㎡）と広い一方で、大半の区域が天然記念物（瀰山
み せ ん

原始林）に

指定され、レクリエーション地としての利用が大きく制約されています。このため、整備目標は、国の示す

整備目標水準など一般的な整備目標値との関係が把握できるよう配慮して、宮島公園を含む場合の値と、こ

れを除く場合の値を併記しました。（国の示す公園種別ごとの整備目標は次頁に記述しています。） 
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■都市公園の現況と国の21世紀初頭の目標（参考） 

都市公園の区分 

廿日市市の現況 

 

(㎡／人) 

国の21世紀 

初頭の目標 

(㎡／人) 

基幹

公園 

住区基幹 

公  園 

街区公園  2.63  1.0 

近隣公園  1.96  2.0 

地区公園  0.55  1.0 

小 計  5.15  4.0 

都市基幹 

公  園 

総合公園 -  3.0 

運動公園  2.18  1.5 

小 計  2.18  4.5 

その他の公園 
特殊公園 

37.38 

( 0.05)  8.5 

都市緑地等 0.67 

計 
45.38 

( 8.04) 
17.0 

大規模公園 
広域公園 -  2.0 

国営公園 -  1.0 

合 計 - 20.0 

注-1：廿日市市の現況面積は、都市計画区域人口112,243人（平成27(2015)年国勢調査）

に対して。 

 -2：( )内は、大半の区域がレクリエーション地として利用できない宮島公園を除い

た場合の面積。 
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４ 施策の方針 
 

(1) 緑地の保全 

ア 良好な環境を有する緑地の保全 

世界遺産を擁する「宮島」、瀬戸内海国立公園極楽寺山、西中国山地国定公園などをは

じめとする豊かな自然環境、優れた自然環境、文化的資産と一体的な緑地、自然環境上の

特性を有する緑地などを保全するため、風致地区等の指定を行うとともに、自然環境保全

地域、保安林等既存制度の活用を図ります。 

 

イ 良好な景観を構成する緑地の保全 

宮島及び対岸の景観、市街地の背景を構成する緑地、中国自動車道の豊かな自然景観な

ど良好な景観を構成する緑地を保全するため、風致地区等の指定を行うとともに、保安林

等既存制度の活用を図ります。 

 

ウ 防災機能を有する緑地の保全 

土砂災害警戒区域周辺の森林、土砂流出防止機能を有する森林など、防災機能を有する

緑地を保全するため、風致地区等の指定を行うとともに、保安林等既存制度の活用を図り

ます。 

 

エ 都市農地の保全 

市街地内の農地は、良好な都市環境や都市景観の形成、防災空間の確保、農とふれ合う

場の提供など多様な役割を担っており、これらの保全、活用を図るため、必要に応じて、

生産緑地地区、市民緑地制度等の活用を図ります。 

また、市街化区域内における農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した良好な環境

の低層住宅地を維持、誘導するため、必要に応じて、田園住居地域の活用を図ります。 
 

オ 市街地内の緑地の保全 

市街地内の良好な環境、景観の形成に寄与し、市街地の気候調節の機能も有する社寺林、

住宅団地等の周辺に残存する斜面樹林地、島状の樹林地、独立樹等を保全するため、風致

地区、保存樹・保存樹林等を指定するとともに、地区計画の活用を図ります。 

 

(2) 施設系緑地の確保 

ア 身近な公園の確保 

市街地においては、子どもからお年寄りまで、市民が休息、運動、コミュニティ活動な

どの場として身近に利用できる街区公園、近隣公園、地区公園などの住区基幹公園を確保

することとし、不足している地区において、計画的な整備を図ります。 

 

イ スポーツ・レクリエーションの場の確保 

市民の休息、散歩、自然鑑賞、運動などの多様なレクリエーション需要に対応するため、

佐伯総合スポーツ公園の活用を図るとともに、良好な眺望を享受できる公園など本市の特

性を活かしたスポーツ・レクリエーションの場の確保を図ります。 
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ウ 自然とのふれ合いの場の確保 

市民が自然とふれ合い、自然を学ぶ場を確保するため、アルカディア・ビレッジ、さく

らの里、おおの自然観察の森、宮島包ヶ浦自然公園、吉和魅惑の里など既設レクリエーシ

ョン地の活用を図るとともに、貴重な自然、史跡等の資源を活かした公園、ハイキングコ

ースなどの整備を進めます。 

 

エ 公共施設緑地の活用 

市民の身近な休息、運動、コミュニティ活動の場を確保するため、既設の公共施設を活

用するとともに、公立学校のグラウンド等の開放を進めます。 

 

オ 民間施設緑地の活用 

市民の身近な運動などの場を確保するため、私立学校のグラウンド等の民間施設緑地の

活用を図ります。 

 

カ 歩行者空間等のネットワーク化 

市民が都市公園等を安全かつ円滑に利用できるよう、都市計画道路の歩道、歩行者専用

道路、緑道等の整備、河岸、海岸の歩行者空間の整備等を推進し、都市公園等を結ぶ歩行

者空間のネットワーク形成を図ります。 

また、市域に豊富に分布するレクリエーション地、自然とのふれ合いの場の利用を促進

し、交流豊かなまちづくりを進めるため、これらを結ぶ道路、散策路などの整備を進めま

す。 

 

(3) 都市公園等の機能の充実 

ア 都市公園等のバリアフリー化等 

幼い子ども、高齢者・障がい者などを含む全ての市民が、都市公園を安全かつ快適に利

用できるよう、公園のバリアフリー化を進めます。 

 

イ 都市公園等の防災機能の強化 

市民が地震火災等の災害時に安全に避難できるよう、近隣公園、地区公園、運動公園、

小中学校等を避難地として位置づけ、必要に応じ、防災空間としての整備を推進します。 

また、都市計画道路の整備等により、これらの避難地を結ぶ避難路の整備を図ります。 

 

(4) 都市公園等のマネジメント 

ア 官民連携による都市公園等の有効活用 

都市公園等の特性や地域ニーズに応じつつ、市民や民間事業者も参画しながら管理運営

を行うなど、都市経営の視点から都市公園等のマネジメントを推進します。 

民間参入が見込めるポテンシャルの高い都市公園等については、ＰＰＰ／ＰＦＩの活用、

新たな手法の導入などにより、魅力化と賑わいづくりを進めます。 

また、協議会を設置し、地域と連携して都市公園等の魅力化を進めます。  
イ 都市公園等の適切な維持管理 

都市公園等の点検を定期的に行い、第三者被害の防止に努めるとともに、公園施設の長
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寿命化計画に基づき、老朽化施設の計画的なメンテナンス、改修を行います。 

少子高齢化の進行など地域の状況の変化を踏まえ、地域と協働しながら、地域ニーズの

変化等に応じた都市公園等のリニューアルと魅力化を進めます。 

また、都市公園等をより有効かつ効率的に活用するため、地域における合意形成を図り

ながら、都市公園等の再編、整備を進めます。 

 

(5) 都市緑化の推進 

ア 都市公園の緑化 

都市公園の快適さと魅力を高めるとともに、都市環境の向上に資するため、既設の都市

公園の緑化率の向上を図ります。 

 

イ 公共施設等の緑化 

快適な都市環境、景観を創出するため、道路、河岸、海岸線沿い、下水処理施設、官公

庁施設、公共賃貸住宅、教育施設等の公共建築物等の敷地の緑化を進めます。 

 

ウ 民有地の緑化 

緑豊かで快適な環境の市街地の形成を図るため、住宅地、商業地、工業地などの土地利

用特性に配慮しながら、市街地の緑化を促進します。 

 

(6) 緑のまちづくりへの市民参加 

ア 市民参加による都市公園の管理等 

市民のニーズに対応した都市公園の整備を行うとともに、市民の参加と協力による公園

の管理・運営を促進するため、ワークショップ方式による公園づくりを推進するとともに、

地域団体による街区公園等の管理・運営のための制度の充実を図ります。 

 

イ 市民、民間事業者等の参加の支援 

市民、民間事業者等の緑化への参加を促進するため、緑化の手法、事例等を紹介した手

引書、広報誌の発行など広報活動の充実を図るとともに、活動団体、活動内容などに関す

る情報提供、団体相互の交流、団体の育成など、取組を支援する体制の充実を図ります。 
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■施策の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自 

然 

と 

文 

化 
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緑 

の 

快 
適 

都 

市 

づ 

く 
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【緑のまちづくりの目標】 【施策の方針】 【テーマ】 

安全・安心で 
快適に暮らせるまち 

地球環境に優しく 
持続性のあるまち 

市民がつくり 
育てる緑のまち 

 

交流の盛んな 

活力に満ちたまち 

(1) 緑地の保全 

ア 良好な環境を有する緑地の保全 

イ 良好な景観を構成する緑地の保全 

ウ 防災機能を有する緑地の保全 

エ 都市農地の保全 

オ 市街地内の緑地の保全 

 

(2) 施設系緑地の確保 

ア 身近な公園の確保 

イ スポーツ・レクリエーションの場の確保 

ウ 自然とのふれ合いの場の確保 

エ 公共施設緑地の活用 

オ 民間施設緑地の活用 

カ 歩行者空間等のネットワーク化 

 

(3) 都市公園等の機能の充実 

ア 都市公園等のバリアフリー化等 

イ 都市公園等の防災機能の強化 

 

(4) 都市公園等のマネジメント 

ア 官民連携による都市公園等の有効活用 

イ 都市公園等の適切な維持管理 

 

(5) 都市緑化の推進 

ア 都市公園の緑化 

イ 公共施設等の緑化 

ウ 民有地の緑化 

 

(6) 緑のまちづくりへの市民参加 

ア 市民参加による都市公園の管理等 

イ 市民、民間事業者等の参加の支援 

優れた自然と 
多彩な文化を育むまち 
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１ 緑地の配置方針 
 

(1) 基本方針 

都市の緑は、良好な都市環境を形成する上で、次のような機能を有しています。 

緑地の配置計画は、これらの機能を有する現状の緑地を保全、活用するとともに、不足し

ている緑を確保する視点から、各機能（系統）別に配置方針を検討した上で、総合的な配置

計画を作成しました。 

 

■都市の緑の主な機能 
分 類 主な内容 具体的な緑（例示） 
環境保全 
機  能 ・山林、水系などによる水源かん養、生物の生息環境の保全、自然生態系の維持 

・二酸化炭素の吸収などによる大気の浄化、気候

の調節､地球温暖化防止への寄与 

・貴重な自然の維持、文化的資産の保全 

・稜線（尾根筋）、山林、河川、

湖沼 

・山林、市街地内の樹林地 

・植物群落、社寺林 

レクリエ 
ーション 
機  能 ・自然とのふれ合い、自然学習、野外レクリエーションの場の提供 

・市民の休養・休息、遊び場の提供 

・スポーツ・レクリエーション、交流の場の提供 

・自然観察の森、野外キャンプ場 

・街区公園、近隣公園 

・運動公園、グラウンド 

防災機能 ・大雨時における流量調整、洪水防止 

・火災時における延焼防止 

・騒音の遮断などの公害防止、抑制 

・災害時の避難場所の提供 

・山林、傾斜地の樹林地 

・市街地の緑地帯、河川 

・緩衝緑地 

・都市公園、学校 

景観構成 
機  能 ・地域を特徴づける景観、固有の歴史・文化を印象づける景観の形成 

・市街地における良好な景観の形成 

 

・山頂、山なみ、田園景観、鎮守

の森 

・都市公園、公共施設の緑地、緑

の多い市街地 

注：「新編 緑の基本計画ハンドブック」などを参考に整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３章 緑地の配置計画 

自然とのふれ合いの場 

（魅惑の里、吉和地域） 

自然とのふれ合いの場 

（おおの自然観察の森、大野地域） 
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■緑の機能イメージ                                 
（「新編 緑の基本計画ハンドブック」より） 

 

 

  

【環境保全機能】 
【レクリエーション機能】 

【防災機能】 

【景観構成機能】 
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ア 環境保全機能を有する緑地の保全 

良好な都市環境を維持するとともに、地球温暖化の防止、低炭素社会の形成に資するた

め、本市の骨格を構成する緑地、優れた自然環境を有する緑地、歴史的・文化的資産と一

体的な緑地、水源かん養、二酸化炭素吸収による大気の浄化などの環境保全機能を有する

一団の緑地などを保全します。 

 

イ 市民ニーズに対応した多様なレクリエーション空間の確保 

市民のスポーツ・レクリエーション需要に対応するため、都市公園を確保し、適切に配

置します。 

また、市民の多様なレクリエーション需要に対応するため、良好な自然環境を有する緑

地、都市農地などを有効に活用します。 

さらに、これらの都市公園等、レクリエーション施設などのネットワーク化を図ります。 

 

ウ 緑地の保全、整備による防災性の向上 

安全・安心な市民生活の確保を図るため、公害・災害の低減に資する緑地を保全します。 

また、地震火災時における災害の拡大を抑制するため、市街地の緑化を推進するととも

に、市民が安全に避難できるよう、都市公園等、歩行者空間による避難地、避難路の確保

を図ります。 

 

エ 緑豊かな景観の形成 

本市の景観を特徴づける緑地、市街地、集落の良好な景観を構成する緑地などを保全し

ます。 

また、都市公園や公共施設の緑化、民有地の緑化などを進め、快適で潤いのある都市景

観の形成を図ります。 

 

オ 緑のネットワークの形成 

市民や来訪者が自然とのふれ合いの場、レクリエーション空間を利用しやすいよう、こ

れらを結ぶ道路、歩行者空間などのネットワークの形成を図ります。 

また、市街地周辺の尾根筋、斜面樹林地、海岸線などの緑地と市街地内の都市公園等、

公共施設など歩行者空間、河川沿いの緑地などで結ぶ緑のネットワークを形成するなど、

緑と融合した都市づくりを推進します。 
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(2) 系統別緑地の配置方針 

ア 環境保全系統 

(ｱ) 現状と課題 

本市は、島しょ部、沿岸部、内陸部、山間部など多様な地域で構成され、世界遺産を擁

する「宮島」をはじめとする歴史文化資源と一体となった緑地、貴重な自然資源、特性を

有する緑地など、豊富な自然資源を有しています。 

また、内陸部、山間部においては、水源かん養、大気の浄化などの環境保全機能を有す

る一団の森林などが分布しています。 

自然資源に恵まれた本市の特徴を活かしたまちづくりを進めるとともに、良好な都市環

境の維持、貴重な自然資源の継承、地球環境問題への対応などを図るため、これらの緑地

を保全する必要があります。 

 

(ｲ) 配置方針 

ａ 都市の骨格を形成する緑地の保全 

本市及び各地域の骨格を構成する尾根筋、市街地の無秩序な拡大を抑制する市街地外

郭の緑地など、都市の骨格を形成する緑地を保全します。 

 

ｂ 優れた自然の保全 

世界遺産を擁する「宮島」と島内の瀰山
みせん

原始林、瀬戸内海国立公園極楽寺山、西中国

山地国定公園、東山渓谷、細見谷渓谷、羅漢峡、万古渓、大峯山などの優れた自然を保

全します。 

 

ｃ 歴史的・文化的資産と一体的な緑地等の保全 

嚴島神社をはじめ、ＪＲ廿日市駅周辺に多く分布する社寺林、勁操園周辺(佐伯地域)、

上田宗箇岩船の水周辺（同）、冠遺跡群周辺（吉和地域）、田中原古墳群周辺（同）な

どの歴史的・文化的資産と一体化した緑地、特性を有する緑地などを保全します。 

 

ｄ 山林、河川・湖沼等の保全 

水源かん養、大気の浄化などの環境保全機能を有する一団の緑地、河川・湖沼、湿

原・湿地、良好な環境を有する海岸線などの緑地を保全します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東山渓谷（吉和地域） 万古渓（佐伯地域） 
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■環境保全系統の緑地の配置方針図 
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イ レクリエーション系統 

(ｱ) 現状と課題 

都市計画区域内人口１人当たり都市公園の面積は、区域の大半が法規制によりレクリエ

ーション地としての利用が制約される宮島公園（風致公園、419.10ha）を除くと8.04㎡で、

国の定める標準面積10㎡／人（都市公園法施行令第１条の２）を下回っており、都市公園

の整備を進める必要があります。 

また、地域別の人口１人当たり都市公園の面積は地域によって差があり、地域間の均衡

の確保に配慮して都市公園の整備を進める必要があります。 

一方、本市は、自然環境に恵まれ、レクリエーション地が豊富に分布しており、これら

の緑地を市民が緑とふれ合う場として適切に活用する必要があります。 

 

(ｲ) 配置方針 

ａ 都市公園の確保 

市民の日常レクリエーションの場を確保するため、市街地を対象として、街区公園、

近隣公園、地区公園を適正に配置することとし、既設の公園を適切に維持するとともに、

不足している地区については、計画的に整備します。 

また、市民の運動、休息、自然とのふれ合いなど多様なレクリエーションの場として

佐伯総合スポーツ公園（運動公園）を、市民が自然と親しみ、風致を享受する公園とし

て妹背の滝風致公園、宮島公園（以上、風致公園）を適切に維持します。 

さらに、既設の緩衝緑地、都市緑地、緑道等を適切に維持します。 

 

■住区基幹公園の配置標準 
種 別 対象人口 

（利用圏の人口） 誘致距離 
（利用圏） 人口１人 

当たり面積 １か所の面積 
街区公園 1,000～2,500人 250ｍ 1.0㎡／人 0.1～0.25ha 

近隣公園 5,000～10,000人 500ｍ 2.0㎡／人 １～２ha 

地区公園 40,000人 1,000ｍ 1.0㎡／人 ４ha 

注：都市計画運用指針などを参考に設定しました。 

 

ｂ 公共施設緑地の活用 

小中学校のグラウンド、スポーツ施設などの公共施設の緑地を市民の身近なレクリエ

ーション空間として活用します。 

 

ｃ レクリエーション地の活用 

宮島、瀬戸内海国立公園極楽寺山、西中国山地などの自然公園、もみのき森林公園、

吉和魅惑の里、アルカディア・ビレッジ、おおの自然観察の森などの自然レクリエーシ

ョン地などの既設のレクリエーション地を、市民、来訪者の多様なレクリエーションの

場として活用します。 

 

ｄ 歩行者空間等のネットワークの形成 

市街地においては、都市計画道路等の歩道、河川沿いの緑道などを活用し、都市公園、

公共施設緑地等を結ぶ安全で快適な歩行者空間のネットワークの形成を図ります。 

また、主要な都市公園、自然レクリエーション地などを結ぶ自然歩道などの整備を推
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進し、都市公園、公共施設緑地、自然レクリエーション地を結ぶ安全で快適な歩行者空

間等のネットワークの形成を図ります。 

 

■レクリエーション系統の緑地の配置方針図 
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ウ 防災系統 

(ｱ) 現状と課題 

市街地周辺の斜面樹林地は、土砂災害危険箇所等に指定されている地区が多くあり、自

然災害を防止するため、緑地の保全など適切な対策を講じる必要があります。 

また、住宅地の工業地の間の緑地、市街地に近接する高速道路沿いの緑地など、公害の

防止に資する緑地を保全する必要があります。 

さらに、地域防災計画との整合を図りながら、都市公園等の避難地としての活用などに

より、市街地における防災性の向上を図る必要があります。 

 

(ｲ) 配置方針 

地震火災などの災害時に安全に避難するため、避難地、避難路を確保します。(注) 

 

ａ 避難空間の確保 

(a) 避難地 

避難地は、一次避難地、広域避難地を確保します。 

一次避難地は、災害時における市民の一時的な避難地、広域避難地への集合拠点とな

る場所で、各住区において、市民１人当たり２㎡以上の面積を確保することとし、新宮

中央公園、地御前公園、大野東部公園（計画）などの近隣公園、地区公園、小中学校、

公共スポーツ施設等の公共緑地、レクリエーション系統で計画した近隣公園、地区公園

を避難地として位置づけます。 

広域避難地は、災害時における市民の最終的な避難の場所で、概ね２km以内に市民１

人当たり２㎡以上の面積を確保することとし、阿品公園、峰高公園、大野中学校周辺、

佐伯総合スポーツ公園などを位置づけます。 

これらの避難地については、必要に応じ、防火植林帯、備蓄倉庫、飲料水兼用型耐震

性防火水槽等の設置など、避難地としての必要な整備を行います。 

 

(b)避難路 

都市計画道路を避難路として位置づけ、これらの整備、沿道の不燃化等を促進すると

ともに、身近な避難路としての河岸沿いの緑道、生活道路と合わせて、市街地から避難

地に安全に移動できる避難路のネットワークを形成します。 
 

注：避難地、避難路の確保の方針は、「防災公園の計画・設計に関するガイドライン（案）」（平成

27(2015)年９月改訂版 国土交通省国土技術政策総合研究所）によります。 

 

ｂ 公害・災害の防止等に資する緑地 

(a) 公害の防止 

住吉、下平良地区の工業地と住宅地との

間の既設の緩衝緑地を維持します。 

また、山陽自動車道・広島岩国道路と市

街地の間の緑地を公害の防止、軽減機能を

有する緑地として保全します。 

  
工業地と住宅地との間の緩衝緑地となる 

昭北緑地（廿日市地域） 
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(b) 自然災害の防止 

原地区などの土砂災害警戒区域周辺の緑地、土砂災害防止機能のある保安林、河川区

域等の法指定地、市街地内及び周辺に分布する急傾斜地等の樹林地、海岸線などを自然

災害を防止する緑地として保全します。 

 

■防災系統の緑地の配置方針図 
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エ 景観構成系統 

(ｱ) 現状と課題 

本市は、臨海・沿岸部の市街地景観、歴史的まちなみ景観、内陸部の田園景観、山地部

の山なみ景観、渓谷美など、それぞれの地域において特徴のある景観を有しています。 

こうした景観を継承し、特徴のあるまちづくりを進めるため、廿日市市景観計画との整

合を図りながら、良好な景観を構成する緑地を保全する必要があります。 

また、良好な都市景観を形成するため、市街地における緑地の保全、市街地の緑化など

を進める必要があります。 

 

(ｲ) 配置方針 

ａ 都市の景観を特徴づける緑地の保全 

本市の景観を代表する世界遺産を擁する「宮島」、西中国山地国定公園、市街地のバ

ックスクリーン（背景）を構成する斜面樹林地、ランドマークに位置づけられる山頂、

渓谷、自然海岸など、本市の景観を特徴づける緑地を保全します。 

 

ｂ 市街地、集落の良好な景観を構成する緑地の保全 

市街地、集落の良好な景観を構成する歴史的・文化的資産と一体化した緑地、住宅団

地等の周辺に残存する斜面樹林地、河川・湖沼、海岸線などを保全します。 

また、都市公園、公共施設緑地等の点的景観要素、河川、水面、街路樹等の線的景観

要素など、市街地内の良好な景観を構成する緑地を保全します。 

 

ｃ 市街地開発事業等における良好な景観の誘導 

市街地内とその周辺の景観要素を構成する樹林地、農地などを開発する場合は、適切

な残置森林の確保と法的手法による保全を図るなど、良好な景観を維持するよう誘導し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市北部のランドマーク女鹿平山（吉和地域） 宮島対岸の山なみと市街地の緑（大野地域） 
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■景観構成系統の緑地の配置方針図 
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２ 緑地の配置計画 
緑地の配置計画は、環境保全系統、レクリエーション系統、防災系統及び景観構成系統の

緑地の配置計画を総合化して作成しました。 

 

(1) 保全系緑地の配置方針 

ア 良好な自然環境の保全 

良好な自然環境を有する次のような緑地を保全します。 

・本市及び各地域の尾根筋、市街地外郭の緑地など都市の骨格を形成する緑地 

・世界遺産を擁する「宮島」をはじめとする本市を代表する自然環境や史跡・名勝・

天然記念物などの貴重な自然資源 

・歴史的・文化的資産と一体化した緑地、特性を有する緑地 

・水源かん養、大気の浄化などの環境保全機能を有する一団の緑地、河川・湖沼、良

好な環境を有する海岸線など 

 

イ 公害・災害の防止 

公害・災害の防止、低減を図るため、次のような緑地を保全します。 

・既設の緩衝緑地 

・山陽自動車道と市街地の間の緑地 

・土砂災害警戒区域周辺の緑地、保安林、河川区域等の法指定地 

・市街地内及び周辺に分布する急傾斜地等の樹林地、海岸線など 

 

ウ 良好な景観を構成する緑地の保全 

本市の景観を特徴づける緑地や市街地、集落における良好な景観を構成する緑地を保全

します。 

・世界遺産を擁する「宮島」をはじめとする本市の景観を特徴づける緑地 

・歴史的・文化的資産と一体化した緑地、自然環境上の特性を有する緑地、住宅団地

等の周辺に残存する斜面樹林地（残置森林）、河川・湖沼、海岸線等 

・都市公園、公共施設緑地、街路樹等 

また、市街地周辺の景観要素を構成する緑地を開発する場合は、適切な残置森林の確保

と法的手法による保全を図るなど、良好な景観を維持するよう誘導します。 

 

(2) 都市公園等の施設系緑地の配置方針 

ア 都市公園の確保 

市民の日常レクリエーションの場を確保するため、市街地を対象として、街区公園、近

隣公園、地区公園を適正に配置することとし、既設の公園を適切に維持するとともに、不

足している地区については、計画的に整備します。 

佐伯総合スポーツ公園（運動公園）、妹背の滝風致公園、宮島公園（風致公園）を適切

に維持します。 

既設の緩衝緑地、都市緑地、緑道等を適切に維持します。 

 

イ 公共施設緑地の活用 

小中学校のグラウンド、スポーツ施設などの公共施設の緑地を市民の身近なレクリエー
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ション空間として活用します。 

 

ウ レクリエーション地の活用 

既存の自然公園、自然レクリエーション地などを市民、来訪者の多様なレクリエーショ

ンの場として活用します。 

このうち、自然レクリエーション地が集積している地区、保養・宿泊施設と一体的な地

区を拠点的な観光・レクリエーション地として位置づけ、交流・レクリエーションの場と

して積極的に活用します。 

また、市民や来訪者が自然とのふれ合いの場、レクリエーション空間を利用しやすいよ

う、これらを結ぶ次のような軸を設定します。 

・自然環境とのふれ合い軸 

・観光・交流軸 

 

エ 避難空間の確保 

災害時における市民の一時的な避難地、広域避難地への集合拠点となる一次避難地は、

各住区において、新宮中央公園、地御前公園、大野東部公園（計画中）などの近隣公園、

地区公園、小中学校、公共スポーツ施設等の公共緑地を位置づけます。 

災害時における市民の最終的な避難の場所と

なる広域避難地は、阿品公園、峰高公園、大野

中学校周辺、佐伯総合スポーツ公園などを位置

づけます。 

都市計画道路を避難路として位置づけ、市街

地から避難地に安全に移動できる避難路のネッ

トワークを形成します。 

 

 

(3) 緑のネットワークの形成 

市街地においては、都市計画道路等の歩道、河

川沿いの緑道などを活用し、都市公園、公共施設

緑地等を結ぶ安全で快適な歩行者空間のネットワ

ークの形成を図ります。 

また、主要な都市公園、自然レクリエーション

地などを結ぶ自然歩道などの整備を推進し、緑の

ネットワークの形成を図ります。 

 

 

 

 

 

  

避難地としての機能を有する新宮中央公園 

（廿日市地域） 

宮島公園内の紅葉谷公園（宮島地域） 

妹背の滝風致公園（大野地域） 

街区公園と水辺の遊歩道（大野地域） 
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■緑地の配置計画図 
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１ 緑化重点地区の指定 

(1) 緑化重点地区の位置づけと指定方針

ア 位置づけ

緑化重点地区は、本市域の中で特に重点的な緑化を進めることにより、緑のネットワー

クの形成や面的な緑化の充実など、緑豊かな潤いのあるまちづくりを先導する地区として

位置づけます。 

また、緑化重点地区においては、地区の特性を活かしながら、住民、企業等と行政との

適切な役割分担と連携のもとに、緑地協定、地区計画制度の活用、公共公益施設の緑化、

民有地緑化の促進・支援、都市公園の整備・改善など関連施策の展開を図ります。 

イ 指定方針

緑化重点地区は、重点的な緑化により、その効果を挙げるべき地区であることから、原

則として都市計画区域内の市街地において定めることとします。 

指定に当たっては、次のような地区（市街地）を検討対象とします。 

○廿日市市都市計画マスタープランにおいて拠点地区等に位置づけられている市街地

○本市の市街地の特徴であり、代表的な生活空間となっている丘陵部等の住宅団地

○従前の緑の基本計画における緑化重点地区

(2) 緑化重点地区の指定地区

緑化重点地区は、上記の位置づけと指定方針を踏まえ、次の地区を優先的に指定します。

① 都市計画マスタープランに位置づけられる拠点地区等のうち、都市整備上の

重要性が高い地区、かつ 

② 地元住民など民間による緑化等の取組と行政による取組が連携することで、

地区の良好な環境の形成に大きな効果が期待される地区 

【指定地区】 

シビックコア周辺地区、木材港地区、大野中央地区、宮島口地区

宮浜温泉周辺地区、津田地区 

また、このほかに、住民・企業による提案など地元の機運を考慮して段階的に指定する地

区（候補地区）を設定します。 

【候補地区】 

住宅団地地区、ＪＲ前空駅周辺地区、宮内工業団地 

第４章 緑化重点地区の計画 
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■緑化重点地区の指定地区及び候補地区

区分 地区名 指定の意義等 
指定 
地区 シビックコア周辺地区 ・本市の「都市拠点地区」に位置づけられ、公共公益施設、

商業業務施設、交通施設等が集積して都市のシンボルとな

る地区で、緑豊かな魅力ある賑わい空間を形成する必要が

あります。

木材港地区 ・計画的に開発された工業地で、「新都市活力創出拠点地

区」として長期的に産業構造と土地利用の再編を図りつ

つ、施設敷地の緑化等により良好な環境の形成を図る必要

があります。

大野中央地区 ・大野地域の「地域拠点地区」に位置づけられる地区で、計

画的な市街地整備が実施されており、良好な都市環境を形

成する必要があります。

津田地区 ・佐伯地域の「地域拠点地区」に位置づけられる地区で、地

域の中心地にふさわしい良好な都市環境を形成する必要が

あります。

宮島口地区 ・宮島と一体に「観光交流拠点地区」に位置づけられる地区

で、宮島の玄関口として快適で魅力的な空間を創出する必

要があります。

宮浜温泉周辺地区 ・健康保養エリアに位置づけられる地区で、観光拠点として

良好な景観の形成を図る必要があります。

候補 
地区 住宅団地

地区 四季が丘､宮園､陽光台 
阿品台､阿品ハイツ 
青葉台､宮島口団地 
宮島口グリーンハイツ 
ふじタウン 
宮島ニュータウン 
前空台 ・計画的に開発された丘陵地の住宅団地で、緑豊かな住宅地

の形成を図る必要があります。

・青葉台などでは住民による緑化活動が行われています。

ＪＲ前空駅周辺地区 ・ＪＲ前空駅周辺地区について、良好な都市環境の形成を図

る必要があります。

宮内工業団地 ・計画的に開発された工業地で、工場敷地の緑化等により良

好な環境の形成を図る必要があります。
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■緑化重点地区の指定地区及び候補地区の位置 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 緑化重点地区の緑化の方針 
緑化重点地区として位置づけた地区及びその候補地区を対象として、地区の位置づけと緑

化の方針を次頁以降に示します。 

これらの地区のうち、シビックコア周辺地区、大野中央地区、津田地区など、都市内の拠

点型の地区においては、当該地区の役割を踏まえて、主要な都市機能を効果的に配置すると

ともに、地区の特色を活かした安全、安心で魅力ある都市空間を構成していくことが必要で

す。 

このため、緑化の方針においても、既存の緑を活かすとともに、地区の防災性の向上にも

配慮し、水辺、歴史文化資源、公共公益施設などと連携した、地区全体の《緑の骨格》のあ

り方に着目し、その配置と取組を主な内容としています。 

一方、計画的な開発によって整備された住宅団地や工業団地では、都市空間の構成と緑の

骨格はほぼ定まっています。 

このため、緑化の方針は、住民または企業等が連携して面的な緑化を充実させていくため

の取組を主な内容としています。 
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(1) シビックコア周辺地区 

ア 地区の位置づけ 

廿日市市の都市拠点地区 

・都市機能の集積整備、高次化、賑わい空間の整備､土地の有効・高度利用、良好な住

環境の整備など中心市街地としての魅力や利便性を向上させる地区 

 

イ 緑化の方針 

既存の環境ストックと今後の都市整備の動向を活かして、災害時に防災空間の役割も担

う緑の骨格のネットワークを形成します｡ 

○シビックコア地区 

○ＪＲ廿日市駅周辺（駅北、駅南）～畑口寺田線       ○宮内串戸駅周辺 

○市役所～市民活動センター等  ○国道２号沿道 

○旧西国街道沿道、天神の寺社等 ○住吉桜並木、潮まわし  ○可愛川沿い 
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(2) 木材港地区 

ア 地区の位置づけ 

新都市活力創出拠点地区 

・既存の産業集積を踏まえ、新しい時代環境に即応した産業構造の転換、土地利用転換

などによる再編整備の誘導を進める地区 

 

イ 緑化の方針 

今後の土地利用転換の可能性がある木材港北地区を中心に､企業の施設整備に連動した

緑化を促進するとともに、シビックコア周辺地区と連携した緑の骨格を形成します｡ 
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(3) 大野中央地区 

ア 地区の位置づけ 

大野地域の地域拠点地区 

・生活サービス機能の充実強化による地域拠点性の向上、良好な居住の場としての整備

を進める地区 

 

イ 緑化の方針 

街路や河川整備に合わせた潤いのある空間整備と既存の公共公益施設の緑が連携し、災

害時に防災空間の役割も担う緑の骨格を形成します｡ 

中央地区土地区画整理区域における面的な緑化を促進します｡ 
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(4) 津田地区 

ア 地区の位置づけ 

佐伯地域の地域拠点地区 

・生活サービス機能の充実強化による地域拠点性の向上、良好な居住の場としての整備

を進める地区 

 

イ 緑化の方針 

市民サービスや文化活動の拠点として、公共公益施設・公共空間を中心に民間施設敷地

が連携した緑化により、災害時に防災空間の役割も担う緑の骨格を形成します｡ 
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(5) 宮島口地区 

ア 地区の位置づけ 

観光交流拠点地区（宮島と一体の位置づけ） 

・港湾・景観・交通・バリアフリーなど総合的環境の整備を進める地区 

 

イ 緑化の方針 

「宮島口地区まちづくりグランドデザイン」（平成28(2016)年３月策定）に基づき、世

界遺産・宮島の玄関口にふさわしい良好な景観の形成と賑わいの創出に向けて、地区の緑

化を進めます。 

観光客への「もてなし」の場となり、嚴島神社周辺の景観の形成に資するよう、次のよ

うな観点から緑の空間を充実させていきます｡ 

○ＪＲ宮島口駅と桟橋を結ぶ軸線の景観 

○国道２号からアプローチする道路周辺の景観 

○海上や対岸から見られる海岸部の景観形成 
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(6) 宮浜温泉周辺地区 

ア 地区の位置づけ 

健康保養エリア 

・歴史文化発信拠点等と連携して、観光・交流機能を担う地区 

 

イ 緑化の方針 

温泉地としての潤いある環境と、国道２号からのわかりやすい入り口環境を整えていく

ための緑化を促進します。 
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(7) 住宅団地地区（図は次頁参照） 

四季が丘、宮園、陽光台 

阿品台、阿品ハイツ、青葉台、宮島口団地、宮島口グリーンハイツ 

ふじタウン、宮島ニュータウン、前空台 

 

ア 地区の位置づけ 

専用住宅地 

・良好な環境の維持・保全に努めるとともに、団地の成熟化に伴う高齢化の進行等に対

し、安全で快適な環境の保全や生活サービス機能の誘導を図る地区 

 

イ 緑化の方針 

住宅団地の環境・コミュニティの維持・再生につながる取組として、緑化等の取組を進

めます。 

○団地ごとの状況(＊)に応じたルールや公園再生 

(＊)生垣・柵の緑化などのルールが定められている団地～定められていない団地 

緑化や公園整備の時期が古い団地～新しい団地 

特に良好な緑化が行われている団地 など 

○住民の自主的な取組への支援 

 

(8) ＪＲ前空駅周辺地区 

ア 地区の位置づけ 

鉄道駅周辺 

・駅周辺における土地の有効利用を促

進し、商業・業務機能の立地を誘導

する地区 

 

イ 緑化の方針 

駅前広場周囲や国道２号沿いの土地利

用（有効利用）を進めるとともに、敷地

の緑化を促進し、潤いのある緑の玄関口

を形成します。 

  



- 59 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 60 - 

(9) 宮内工業団地 

ア 地区の位置づけ 

生産・流通エリア 

・拠点地区と連携し、生産・流通を安定的に支えていく地区 

 

イ 緑化の方針 

山林や緑化法面を継承します。 

工場などの施設敷地や公園の充実により、良好な生産活動の場にふさわしい環境を形成

します。 
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１ 都市公園等の整備及び管理 
 

(1) 都市公園等の整備 

ア 都市公園 

(ｱ) 整備目標 

都市公園の整備目標は、平成37(2025)年において、都市計画区域人口１人当たり48㎡

（宮島公園を除く面積は９㎡（28頁脚注参照））とします。 
 

■都市公園の整備目標 

 平成27(2015)年 平成37(2025)年 長  期 

人口１人当たり

整備面積 

45.4 ㎡／人 

( 8.0 ㎡／人) 

48 ㎡／人 

( 9 ㎡／人) 

52 ㎡／人 

(10 ㎡／人) 

注-1：面積は、都市計画区域人口に対する値です。 

 -2：都市公園は、公告済み公園面積で未決定を含みます。 

  -3：表の（）内は、宮島公園を除いた場合の面積です。（28頁脚注参照） 

 

(ｲ) 整備方針 

① 住区基幹公園 

市民の日常の休息、遊び場、運動などの利用に供するとともに、災害時に一時避難地

としての役割を担う住区基幹公園は、次の配置標準に基づいて整備することとし、不足

している地区を対象として計画的に整備します。 
 

■住区基幹公園の配置標準 

種 別 
対象人口 

(利用圏の人口) 

誘致距離 

（利用圏） 

人口１人 

当たり面積 
１か所の面積 

街区公園 1,000～ 2,500人 250ｍ 1.0㎡／人 0.1～0.25ha 

近隣公園 5,000～10,000人 500ｍ 2.0㎡／人 １～２ha 

地区公園 40,000人 1,000ｍ 1.0㎡／人 ４ha 

注：都市計画運用指針などを参考に設定しました。 

 

② 都市基幹公園 

市民全般の主として運動の利用に供する公園として、佐伯総合スポーツ公園を維持・

活用します。 

 

③ 特殊公園 

良好な自然環境に親しみ、良好な景観を享受できる風致公園として、宮島公園、妹背

の滝風致公園を維持・活用します。 

 

④ 緑地 

良好な都市環境や安全で快適な歩行者空間を確保するため、既設の緩衝緑地、都市緑

地、緑道を維持・活用します。 

  

第５章 緑地の保全及び緑化の推進のための施策の方針 
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イ 公共施設緑地 

公立の小中学校のグラウンド、スポーツ施

設、下水処理場に併設されている緑地などを、

市民の運動、休息などの場として活用します。 

また、アルカディア・ビレッジ、さくらの

里、おおの自然観察の森、宮島包ヶ浦自然公

園、吉和魅惑の里、もみのき森林公園などの

レクリエーション地を自然とのふれ合いの場

として活用します。 

 

ウ 民間施設緑地 

私立学校のグラウンド、民間のスポーツ施設などについて、市との利用協定の締結など

に基づいて、市民の運動などの場としての活用を図ります。 

 

(2) 都市公園等の管理 

都市公園の管理にあたっては、官民連携により都市公園の魅力化と有効活用を図るなど、

都市経営の視点から都市公園のマネジメントを進めます。 

また、公園施設の長寿命化計画に基づき、老朽化施設の計画的なメンテナンス、改修を行

うとともに、地域ニーズの変化等に応じたリニューアルと魅力化を進めます。 

 

 

２ 地域制緑地の指定等 
 

(1) 風致地区等の地域指定 

ア 指定目標 

特別緑地保全地区、緑地保全地域、風致地区など（以下、「風致地区等」といいます。）

の地域指定の目標は、長期的に概ね3,500ha（新たな指定目標は概ね 450ha）とします。 

また、平成37(2025)年までの指定目標は概ね 100haとし、特に良好な景観を構成する緑

地を対象として優先的に指定します。 

 

■風致地区等の地域指定の目標 

 平成27(2015)年 平成37(2025)年 長  期 

指定面積 3,039ha 概ね 3,150ha 概ね 3,500ha 

注-1：平成27(2015)年の面積は、厳島風致地区（宮島地域）の値です。 

 -2：指定する風致地区等の種別は、新たに地域指定を行う時点で検討します。 

 

イ 指定方針 

風致地区等の指定方針は、次のとおりとします。 

  

下水処理場の敷地を生かした廿日市市 

パークゴルフ場 
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■風致地区等の指定方針 

種 別 指定方針 

特別緑地

保全地区 

・市街地内及びその周辺の緑地のうち、文化的意義を有する緑地、景観が優れてい

る緑地、動植物の生息地など、保全の必要性が特に高い緑地に指定する。 

緑地保全

地域 

・無秩序な市街化の防止、公害・災害の防止、地域住民の健全な生活環境の確保な

どのために保全する必要のある相当規模を有する緑地に指定する。 

風致地区 
・良好な自然的景観が形成されている地区のうち、都市環境の保全を図るために風

致を維持する必要のある緑地に指定する。 

注-1：特別緑地保全地区内では、建築、宅地の造成、木竹の伐採などは強く制限されます。一方、指定主体

（10ha以上は都道府県・指定都市、10ha未満は市町村）には、損失補償、土地の買い入れなどの対応

が必要となります。 

 -2：緑地保全地域は､都道府県・指定都市が都市計画決定します。この際､規制などを内容とする「緑地保

全計画」が定められ、建築、宅地の造成、木竹伐採などを行う場合は知事（指定都市の市長など）に

届出が必要になります。また、知事（同）は、行為の禁止、制限などを命じることができます。 

 -3：風致地区内では、建築、宅地の造成、木竹伐採などを行う場合は、許可が必要になります。許可基準

に該当する場合は許可されます。（10ha以上は都道府県・指定都市、10ha未満は市町村が指定） 

 

(2) その他の規制による緑地の保全・活用 

都市計画区域内の保全すべき緑地のうち風致地区等を指定しない緑地、都市計画区域外の

保全すべき緑地については、保安林、自然環境保全地域、自然公園地域などの指定などによ

り、保全を図ります。市街地内や市街地周辺などの身近な緑地の保全については、市民緑地

制度、保存樹・保存樹林などの指定制度の活用を図ります。 

また、市民参加による森林づくり、里山の保全などの取

組を支援するなど、市民との協働により森林の保全を図り

ます。 

これらの緑地については、自然環境の保全に配慮しなが

ら、自然とのふれ合い、体験・学習、レクリエーションの

場として活用します。 

 

■嚴島神社周辺から見える斜面（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民参加の森づくり 
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３ 都市緑化の推進 
 

(1) 緑化の目標水準 

都市公園、公共施設及び市街地内の民有地の緑化の目標は、次のとおりとします。 

このうち、民有地の緑化の目標は、計画的に開発された市街地、緑化を推進する必要性の

高い地域における一定規模以上の敷地などを対象とするほか、その他の市街地においても目

標を達成するよう努めることとします。 

 

■緑化の目標（緑化率） 

区 分 長 期 備考 

都市 

公園 

街区公園 30％以上 

 

近隣公園 50％以上 

地区公園 50％以上 

運動公園 30％以上 

その他の公園 70％以上 

公共 

施設 

都市計画道路 100％ ・緑化率は、街路樹のある道路延長の割合 

公共建築物 25％以上 ・緑化率は、敷地面積に対する割合 

民有地 

住 宅 地 10～20％以上 ・市街化区域内の民有地が対象 

・緑化率は、敷地面積に対する割合 

・住宅地、商業地は、建ぺい率制限、敷地規模等実情

に応じて目標を定めます。 

商業施設 10～20％以上 

工 業 地 20％以上 

注-1：緑化率とは、土地（敷地）面積に対する緑地面積（樹木、芝、草花などで覆われた面積）の割合をい

います。（次頁脚注参照） 

 -2：都市公園の目標は、緑の政策大綱（平成６(1994)年９月 国土交通省）を参考に設定しました。 

 -3：都市計画道路の緑化率は、道路構造的に緑化の困難な区間を除きます。 

 -4：公共建築物の緑化率は、平成11年度約13％（廿日市地域）です。目標値は、民間建築物の緑化に対す

る先導的意義を考慮し、10ポイント程度高めることとして設定しました。 

 

【参考１】 

一般的な住宅・宅地における緑化形態を次のように想定し、緑化率を求めると20％程度となります。 

・敷地面積168㎡（短辺12ｍ、長辺14ｍ） 

・延床面積125㎡（４人家族の誘導居住面積水準） 

・建築面積 70㎡（２階建て） 

＜緑化面積＞ 

・前面を除く３辺に幅50㎝の生け垣を設置する。 

 {12.0＋(14-0.5×2)×2}×0.5＝19.0㎡ 

・前面は、入口を除き幅0.5ｍの生け垣を設置する。 

   (12.0－5.0)×0.5＝3.5㎡ 

・庭に樹木を数本植樹（又は芝貼り）する。 

5㎡／本(低木)×3本(低木)＝15.0㎡ 

・緑化面積：19.0＋3.5＋15.0＝37.5㎡ 

・緑 化 率：37.5÷168≒0.223 約20％ 

【参考２】 

工場立地法においては、公害・災害の防止、環境への負荷の低減等の観点から、「工場立地に関する準則を定

め、公表すること」とされ、同準則において、生産施設、緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合などが定め

られています。この中で、工場敷地の緑化については、緑地率20％以上、環境施設面積率25％以上と定められて

います。（緑地、環境施設の面積については、工業団地共通施設の面積を、当該工場等の敷地面積に応じて加え

ることができます。） 

・緑地：樹木が生育する10㎡以上の区画された土地で一定以上の密度（10㎡当たり高木が１本以上など）で

樹木がある土地、低木、芝などで表面が被われている10㎡以上の土地など。 

・環境施設：緑地のほか、噴水、池などの修景施設、屋外運動場などの区画された土地で、周辺地域の生活

環境の保持に寄与するよう管理されているもの。 

【一般的な住宅敷地の緑化モデル】 



- 65 - 

(2) 緑化の推進施策 

ア 都市公園の緑化 

都市公園の快適さと魅力を高めるとともに、周辺の居住環境の向上に資するため、既設

の都市公園の緑化を推進します。 

また、緑の適正な育成を図るため、樹木の管理体制の充実を図るとともに、市民、民間

事業者等と連携した緑の育成等を図ります。 

 

イ 公共施設等の緑化 

管理主体となる関係部局、関係機関との連携を図りながら、公共施設等の緑化を推進し

ます。 

道路については、道路の歩道、中央分離帯等への植樹などにより緑化を推進するととも

に、樹木等の育成に配慮して透水性舗装等を推進します。 

また、河岸、海岸線沿いの緑地の確保と緑化を推進するとともに、多自然型川づくり、

親水護岸の整備などにより、親水性の高い河岸、海岸線の形成を図ります。 

さらに、下水処理施設、官公庁施設、公共賃貸住宅、教育施設、福祉施設など公共施設

等の敷地の緑化を推進するとともに、新たな公共建築物の建設においては、敷地の緑化の

ほか、屋上・壁面等の緑化の検討など、環境との共生に配慮した施設整備を行います。 

 

ウ 民有地の緑化 

住宅地においては、地区計画の活用、緑地協定の締結、市民緑地制度や緑化地域制度

（脚注-2）の活用等により、塀の生け垣化、敷地への植栽等を促進するとともに、宅地造

成に伴う斜面樹林地の保全、造成法面の緑化等を推進します。 

商業地においては、地区計画、総合設計制度等の活用により、建物の壁面後退、敷地内

空地の確保とこれらのオープンスペースの緑化を促進します。 

工業地においては､地区計画や緑化地域制度の活用、市と民間事業者等の協定の締結等

により工場敷地の緑化を推進するとともに、臨海部においては、海岸沿いの緑化を促進し

ます。 

また、民間建築物の屋上・壁面等の緑化を進めるための支援を行います。 

さらに、土地所有者等に対して、緑化された部分の適切な管理を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

脚注-1：緑化率に類似する言葉として緑被率、緑地率があります。 

緑被率：一定の地域、地区又は敷地における樹木、芝、草花など植物によって覆われた土地の面積（樹

木の場合はその樹冠を水平面に投影した土地の面積）の割合をいいます。 

緑地率：一定の地域、地区における緑地（緑地には都市公園、樹林地、農地、水面などを含む場合が多

い。）の面積の割合をいいます。 

脚注-2：緑化地域制度は、用途地域内において一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一

定割合以上の緑化を義務づける制度  

公共施設（小学校）の緑化 緑と彩り豊かな住宅地 良好な工場緑化 
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エ 市民、民間事業者等の緑化活動の促進 

市民、民間事業者などによる緑化の取組

を促進するため、活動団体、活動内容など

に関する情報提供、団体相互の交流、団体

の育成など、取組を支援する体制の充実を

図ります。 

 

 

オ 緑化重点地区の緑化 

緑化重点地区の「指定地区」については、重点的に緑化施策を講じるとともに、市民、

企業などとの協働により、地区の緑化を進めます。 

緑化重点地区の「候補地区」については、住民の緑化に対する機運の状況を踏まえて、

段階的に緑化重点地区に指定し、地区の緑化を進めます。 

 

【緑化の取組事例：原地区コミュニティ推進協議会の取組】 

＜取組の概要＞ 

原地区コミュニティ推進協議会では、平成17年度に「原まちづくり計画」を作成するとと

もに、この計画を推進するために、まちづくり部会を設置し、「景観ルール倶楽部」、「防

災倶楽部」、「花倶楽部」の３つの倶楽部でまちづくり活動を行っています。 

＜３つの倶楽部の活動＞ 

景観ルール倶楽部：原地区景観協定の作成、協定遵守の働きかけ 

防災倶楽部：自主防災会組織の立ち上げ、防災マニュアルなどの整備、防災訓練など 

花倶楽部：花壇・プランターの新設・維持管理など 

＜原地区景観協定の概要＞ 

原地区を幹線道路地区、市街化区域隣接地区、農村集落全体及び団地開発地区の４地区に

区分し、各地区の特性に応じて、建築物等の用途の制限、容積率、建ペイ率、敷地規模、高

さ制限、屋外広告物の制限、壁面後退、擁壁の材料やデザイン、塀や柵の構造、建物の色、

屋根の形態や材料などに関するルールを定め、廿日市市と連携して、建築物や工作物を建設

する際に協定を遵守するよう働きかけています。      
 

 

 

 

 

 

 

 
  

市民による緑化活動 
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■実現のための施策の方針図 
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１ 市民と行政との協働による緑のまちづくりの推進  
(1) 市民参加の促進 

ア 情報提供の充実 

市民の緑のまちづくりに関する意識を醸成し、主体的な取組を促進するため、市広報、ホームペ

ージ、出前講座等による情報提供の充実を図ります。 

また、パブリックコメント制度など広聴システムの充実を通じて緑化に関する市民の多様なニー

ズの把握に努めるとともに、都市計画や緑化施策の仕組み、各種制度の周知を図ります。  
イ 市民、民間事業者等の参加の促進 

市民、民間事業者等の緑のまちづくりへの参加を促進するため、審議会、委員会への委員公募な

ど、市民参加の機会の拡充を図ります。 

また、都市公園等の管理においては、官民連携により都市公園の魅力化と有効活用に向けた取組

を進めます。  
ウ 学習機会の提供 

市民自らが、緑地の保全、まちの緑化などに関する課題をとらえ、緑のまちづくりの活動につな

げていくことができるよう、学習機会を提供していきます。  
(2) 市民等による緑化の促進 

ア 市民等の取組の支援 

市民、民間事業者等の緑化の取組を支援するため、まちづくり活動団体等に対する情報提供、団

体の育成など、支援体制の充実を図ります。  
イ 緑化重点地区の活用 

市民、民間事業者等と行政との協働により、市街地の緑化を効果的に進めるため、緑化重点地区

を積極的に指定し、重点的な取組を進めます。 

 

  

第６章 計画の推進方策 
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２ 計画の適切な運用 
 

(1) 計画の周知 

本計画については、市ホームページによる公開、まちづくり懇談会・出前講座などあらゆる機会を

通じて、市民に計画の内容を公開・説明し、計画の周知と情報の共有を図ります。 

 

(2) 計画の運用 

ア 上位・関連計画との調整 

本計画の実施にあたっては、第６次廿日市市総合計画、都市計画マスタープラン、景観計画等の

上位・関連計画との整合性を確保しながら、施策、事業を進めます。 

 

イ 都市計画の運用 

本計画に基づいて、都市公園等の整備、緑地の保全に係る地域指定、緑化の推進に係る地区計画

等の活用など、都市計画に係る諸制度を活用します。 

また、本計画を指針とし、市民、民間事業者等の緑化の取組やまちづくり活動を支援します。 

 

ウ 計画の進行管理と見直し 

本計画を着実に推進するため、進行管理を適切に行うとともに、本市を取り巻く社会経済環境の

変化、上位計画等の変更等に柔軟に対処し、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

(3) 推進体制の充実 

本計画に基づく緑化施策を着実かつ効果的に推進するため、都市緑化担当部局における執行体制の

充実を図るとともに、市民活動支援部局、環境部局、産業部局など、関係部局との連携を強化します。 

 

(4) 国・県等との連携・協力 

緑化に係る各種制度の有効な活用、都市公園等の事業の円滑な実施等を図るため、情報提供、技術

的支援、財政的支援、地域指定等における県との連携、公共施設の緑化等における管理者との連携な

ど、国・県等関係機関との連携・協力を強化します。 

また、広域的な視点からの都市公園の整備、緑地の保全等を効果的に推進するため、周辺都市との

連携を強化します。 
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【用語解説】 
 

■あ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

オープンスペース 

都市部における、建物などのない空間。一般的には、公園や広場などゆとりにつながる空間の総

称として用いられる。 

■か ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

協議会 

都市緑地法等の一部を改正する法律（平成29(2017)年法律第26号）に基づく都市公園法の改正に

より、公園管理者は、都市公園の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会

を組織することができるものとされた。協議会は、公園管理者、行政関係者、学識経験者、観光関

係団体、商工関係団体など構成され、協議会の構成員は、協議会において協議が整った事項の協議

結果を尊重しなければならない。 

景観計画 

景観法に基づいて、地方公共団体が地域の良好な景観を形成することを目的として策定する計画。

景観計画区域内の建築行為等について、地域の特性に応じて建築物等の形態、色彩その他の意匠、

高さなどの制限を行うことができる。本市は平成23(2011)年度に策定。 

県自然環境保全地域 

広島県自然環境保全条例に基づいて、その区域の周辺の自然的、社会的条件から見て自然環境を

保全することが特に必要な区域として、県知事が指定する区域。 

■さ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

里山 

薪炭林や農用林などとして古くから生活にかかわってきた集落周辺の森林。 

潮まわし 

標高が低い干拓地において浸水を防止するため、土地と堤防との間に設けられた遊水池。 

市街化区域 

都市計画法に基づいて指定される区域で、「すでに市街地を形成している区域」および「優先的

かつ計画的に市街化を図るべき区域」のこと。計画的な土地利用を進めるための用途地域の指定、

街路・都市公園等の都市施設の整備などが行われる。 

市街化調整区域 

都市計画法に基づいて指定される区域で、「市街化を抑制すべき区域」のこと。農林漁業施設や

市街化を促進するおそれがない開発、地区計画に基づく計画的開発などを除き、開発行為が制限さ

れる。 

自然公園 

自然公園法に基づいて、優れた自然の風景地の保護と利用の増進を図ることにより、国民の保健、

休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的として環境大臣が指定

する国立公園、国定公園と、広島県立自然公園条例に基づいて県知事が指定する県立自然公園があ

る。 

市民緑地制度 

土地所有者や建築物などの所有者と地方公共団体が契約を締結し、樹林や緑化施設（300㎡以上）

を地域の人々が利用できる緑地として公開する制度。土地所有者等には緑地の管理負担の軽減、優

遇税制などのメリットがある。 
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世界遺産 

未来の世代に引き継いでいくべき人類共通のすぐれた遺産として「世界の文化遺産（歴史的、芸

術的に意味があり、研究上大切な記念碑、建物や遺跡のこと）及び自然遺産の保護に関する条約

（世界遺産条約）」に基づいて、世界遺産リストに登録されるもの。 

瀬戸内海国立公園 

自然公園法に基づいて環境大臣が指定する国立公園（わが国の風景を代表するに足りる傑出した

自然の風景地）で、和歌山から大分まで瀬戸内海の11府県にまたがる。本市は宮島の全域と極楽寺

山が指定されている。 

■た ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

鳥獣保護区 

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づいて、鳥獣の保護繁殖、有害鳥獣の駆除、危険予防を図るた

め、環境大臣または県知事が指定する区域。 

長寿命化 

寿命が伸びる、寿命を伸ばす。インフラなどの耐久性を向上させ、長持ちさせる言葉として使わ

れる。  

田園住居地域 

農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため

に創設された新たな用途地域。都市緑地法等の一部を改正する法律（平成29(2017)年法律第26号）

に基づく都市計画法の改正（平成30年４月１日施行）により制度化された。 

透水性舗装 

道路の路面などに降った雨水を舗装内の隙間から地中に透過させる舗装の形式。路面の蓄熱や騒

音、路面上への雨水滞留などを抑制する効果がある。 

特別緑地保全地域 

市街地内及びその周辺の緑地のうち、文化的意義を有する緑地、景観が優れている緑地、動植物

の生息地など、保全の必要性が特に高い緑地に指定する。（10ha以上は都道府県・指定都市、10ha

未満は市町村が指定する。） 

特別緑地保全地区内では、建築、宅地の造成、木竹の伐採などは強く制限される。一方、指定主

体は、損失補償、土地の買い入れなどの対応が必要となる。 

都市計画マスタープラン 

都市計画法第18条の２第１項に規定される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のこと。

都市の将来像とその実現に向けた土地利用の方針、都市施設の整備方針、市街地の整備・開発・保

全の方針などを定め、都市計画に係る施策を総合的、計画的に進めるための基本となる。 

都市公園 

都市公園法に基づいて、地方公共団体が都市計画施設として、もしくは都市計画区域内に設置す

る公園・緑地と、国が設置する国営公園、国民公園がある。 

主な種別ごとの役割と配置の考え方は次のとおり。 

○住区基幹公園 

・街区公園：半径 250ｍ程度の街区に居住する人々が利用する公園。 

・近隣公園：半径 500ｍ程度の近隣に居住する人々が利用する公園。 

・地区公園：半径１km程度の徒歩圏内に居住する人々が利用する公園。 

○都市基幹公園 

・総合公園：市町村全域の人々が、総合的に利用することを目的とした公園。 
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・運動公園：市町村全域の人々が、運動に利用することを目的とした公園。 

○特殊公園 

・風致公園のほか、動物公園、植物公園、歴史公園、墓園がある。 

○緑地 

・緩衝緑地：公害の防止・緩和もしくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的と

して、公害、災害発生源地域と一般市街地とを分離遮断する緑地。 

・都市緑地：主として、都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために

設けられている緑地。 

・緑道：災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性及び快適性の確保等

を図ることを目的として近隣住区を連絡するように設けられる植樹帯や歩行者路・自転車

路を主体とする緑地。 

都市マネジメント 

経済の活性化や生活の質の向上を目指して効率的・効果的に都市機能を高めるため、行政、住民、

ＮＰＯ、事業者等の幅広い関係者が連携し、都市空間の整備、管理運営等を行うこと。 

土砂災害警戒区域 

土砂災害防止法に基づいて、土砂災害（急傾斜地崩壊、土石流、地滑り）のおそれがある場所と

して県知事が指定する区域。 

■な ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

西中国山地国定公園 

自然公園法に基づいて環境大臣が指定する国定公園（国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地）

で中国山地西部の広島・島根・山口３県にまたがる。本市は十方山、冠山などが指定されている。 

農業振興地域 

農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、優良農地の確保を中心とした農業の振興を計画的

に進めるため、県知事が指定する地域。 

■は ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

パブリックコメント 

行政機関が政策や計画の策定過程において、住民が意見を提出する機会を設け、提出された意見

を考慮して意思決定を行う一連の手続き。行政運営の透明性の向上、市民参画型の公平公正で開か

れた市政の実現を目的に、本市では平成20(2008)年９月から実施。 

ＰＰＰ／ＰＦＩ 

ＰＰＰ（Public Private Partnership）とは、公共サービスの提供に民間主体が参画する手法を

幅広く捉えた概念（例：指定管理者制度、包括的民間委託など） 

ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資

金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法で、ＰＰＰの一手法。 

風致地区 

良好な自然的景観が形成されている地区のうち、都市環境の保全を図るために風致を維持する必

要のある緑地に指定する。（10ha以上は都道府県・指定都市、10ha未満は市町村が指定） 

風致地区内では、建築、宅地の造成、木竹伐採などを行う場合は、許可が必要になる。 

保安林 

森林法に基づいて、特に国土の保全等の公益的機能が高い森林について、その機能の確保を図る

ために指定される森林。農林水産大臣が指定する水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩

壊防備保安林と、県知事が指定する風致保安林などがある。 
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防災公園 

地震に起因して発生する市街地火災等の二次災害時における国民の生命、財産を守り、都市の防

災構造を強化するために整備される、広域防災拠点、避難地、避難路としての役割をもつ都市公園

及び緩衝緑地。 

保存樹・保存樹林 

都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律に基づくものと、地方公共団体の条例

に基づくものがある。地域で親しまれている老木や巨樹、あるいは良好な自然環境・自然景観を残

す樹林などを保全するもので、固定資産税の減免その他の助成が講じられている。 

■ら ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ランドマーク 

地域を特徴づける顕著な景観要素。地域の目印のようなもの。 

緑化地域 

用途地域内において一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上

の緑化を義務づける制度。 

緑地環境保全地域 

広島県自然環境保全条例に基づいて、自然環境を保護することが地域の住民の良好な生活環境の

維持に資する区域として、県知事が指定する区域。 

緑地協定 

都市緑地法に基づいて、都市計画区域内の一団の土地の所有者等の全員合意により締結される緑

地の保全または緑化に関する協定。協定の対象区域、樹木を植栽する場所や種類、違反した場合の

措置等が定められる。 

緑地保全地域 

無秩序な市街化の防止、公害・災害の防止、地域住民の健全な生活環境の確保などのために保全

する必要のある相当規模を有する緑地に指定する。指定（都市計画決定）の主体は、都道府県、指

定都市。 

指定に際して、規制などを内容とする「緑地保全計画」が定められ、建築、宅地の造成、木竹伐

採などを行う場合は知事（指定都市の長など）への届出が必要になる。知事（指定都市の長など）

は、行為の禁止、制限などを命じることができる。  
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